
岐阜県建設工事等電子入札実施要領 
 

                                 （平成１４年１２月３日工検第１８７号、治林第５２６号） 
 （目的） 
第１条 この要領は、岐阜県会計規則（昭和３２年岐阜県規則第１９号。以下「規則」という。）第１３
４条（第１３９条において同条を準用する場合を含む。）の規定に基づき、岐阜県が発注する建設工事
の請負、建設工事に係る測量・設計等業務（規則第１２６条第１項第２号から第６号までに規定する業
務をいう。）委託及び森林整備業務の請負の競争入札に付する入札手続を岐阜県建設ＣＡＬＳ／ＥＣ電
子入札システム（以下「建設工事等電子入札システム」という。）により行う場合において、規則に定
めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 

 
 （入札参加者の指名等） 
第２条 収支等命令者は、入札手続を電子入札により行う場合（以下「電子入札による場合」という。）
は、建設工事等電子入札システムにより規則第１３７条第１項に規定する入札参加者の指名及び規則第
１３８条に規定する入札の通知（以下「入札の通知」という。）を行うものとする。 

２ 収支等命令者は、建設工事等電子入札システムによる入札の通知が困難な場合には、書面により入札
の通知を行うものとする。 

 
 （予定価格等の登録） 
第３条 収支等命令者は、電子入札による場合は、入札の通知を行う前に、次の各号に掲げる金額を建設
工事等電子入札システムに登録するものとする。 

 一 規則第１１１条の規定により定められた予定価格 
 二 規則第１１２条の規定により定められた最低制限価格 
 三 岐阜県建設工事低入札価格調査等に関する要領（平成１０年３月３０日付け監第７７５号）４又は

岐阜県建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査要領（平成２２年３月２９日付け技第１５４
４号）第３条の規定により定められた基準価格 

 
 （入札書） 
第４条 入札書は、電子入札による場合は、規則第１２８条（規則第１３９条において準用する場合を含
む。以下この条において同じ。）の規定にかかわらず、収支等命令者があらかじめ指定する日時までに
建設工事等電子入札システムにより提出するものとする。ただし、収支等命令者の承諾を得て又は収支
等命令者の指示により入札書を書面で提出する場合（以下「書面入札」という。）は、規則第１２８条
の規定によるものとする。 

 
 （入札の辞退） 
第５条 入札参加者は、入札を辞退するときは、建設工事等電子入札システムにより入札辞退届を提出す
るものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、収支等命令者の承諾を得て、書面により
提出することができる。  

                        
 （無効の入札） 
第６条 第４条の入札書を建設工事等電子入札システムにより提出した場合は、規則第１３０条第５号の
規定中「入札書に記名押印がない」とあるのは「電子認証書を取得していない者が入札をした」と読み
替えるものとする。 

 
 （開札） 
第７条 収支等命令者は、当該入札において書面入札がある場合には、建設工事等電子入札システムによ
る入札の締め切り後、当該入札書記載金額を建設工事等電子入札システムに登録するものとする。 

２ 収支等命令者は、入札者又はその代理人（以下「入札者等」という。）の立ち会いの上で、建設工事
等電子入札システムにより開札を行うものとする。この場合において、入札者等が立ち会わないときは、
当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札書に記載すべき事項を記
録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であって、収支等命令者が入札事務の公正かつ適
正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせな
いことができる。 

３ 前項の開札の場所及び日時は、入札の通知の際に示すものとする。 
 
 （くじによる落札者の決定） 
第８条 前条第２項の開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、建設工事
等電子入札システムにより、当該同価の入札に係るくじを行って落札者を定めるものとする。ただし、
書面入札による者が含まれている場合等、建設工事等電子入札システムによる実施が困難な場合は、収
支等命令者が指定する場所及び日時において、当該同価の入札に係る入札者等にくじを引かせて落札者



を定めるものとする。 
 
 （委任状） 
第９条 入札参加者が電子入札により入札を行った場合で、代理人が第７条第２項の開札に立ち会い、又
は前条ただし書のくじを引く場合は、あらかじめ委任状を提出させるものとする。 

 
 （雑則） 
第 10 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 
 
 
   附 則 
 この要領は、平成１４年１２月３日から施行する。 
      附 則 
 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 


